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市川市条例第  号 

   市川市行政組織条例の一部を改正する条例 

 市川市行政組織条例（昭和４９年条例第３９号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の表中 

「総務部 

  (1) 議会及び市政一般に関する事項 

  (2)  職員の進退及び身分に関する事項    を 

  (3) 災害対策及び国民保護に関する事項 

  (4) その他他の部の所管に属しない事項  」 

「危機管理部 

  (1) 危機管理に係る事務の統括に関する事項 

  (2) 防犯対策に関する事項 

総務部                    に改め、同表財政部の項 

  (1) 議会及び市政一般に関する事項 

  (2)  職員の進退及び身分に関する事項          

  (3) その他他の部の所管に属しない事項  」 

第２号中「市税」を「市税等」に改め、同表情報システム部の項中「情報シス



テム部」を「情報政策部」に改め、同表市民生活部の項中「市民生活部」を「市

民経済部」に改め、同項中第４号を削り、第５号を第４号とし、同項に次の２

号を加える。 

  (5) 商工業に関する事項 

  (6) 農業に関する事項 

 第２条の表経済部の項を削る。 

 第３条を削り、第４条を第３条とする。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （市川市社会福祉審議会条例の一部改正） 

２ 市川市社会福祉審議会条例（平成１７年条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

  第８条中「健康福祉統括部」を「福祉部」に改める。 

 （市川市国民保護協議会条例の一部改正） 

３ 市川市国民保護協議会条例（平成１８年条例第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第５条中「総務部」を「危機管理部」に改める。 

 （市川市中小企業資金融資及び利子補給条例の一部改正） 

４ 市川市中小企業資金融資及び利子補給条例（平成１６年条例第９号）の一

部を次のように改正する。 

  第１８条中「経済部」を「市民経済部」に改める。 

 （市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例の一部改正） 

５ 市川市地方卸売市場の設置及び業務に関する条例（昭和４７年条例第１４

号）の一部を次のように改正する。 

  第７２条及び第７８条中「経済部」を「市民経済部」に改める。 

 （市川市水防協議会条例の一部改正） 

６ 市川市水防協議会条例（昭和６２年条例第１６号）の一部を次のように改



正する。 

  第６条中「総務部」を「危機管理部」に改める。 



理  由 

 

多様な行政課題及び市民ニーズに、より効率的かつ機能的に対応すること

ができる体制とするため、行政組織を改める必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 


